
駐車場法施行規則第７条第１項の規定による登録認証機関の登録（平成２７年１月５日 

国土交通省告示第１号）、登録事項の変更（平成２７年６月１０日国土交通省告示第７１３

号） 
 
駐車場法施行規則（平成１２年運輸・建設省令第１２号）第７条第１項の規定により、同

規則第５条第１項の登録認証機関を登録したので、同規則第２１条第１号の規定に基づき

公示する。 
 
１ 登録年月日 平成２７年１月５日 
２ 登録番号 第１号 
３ 氏名又は名称 公益社団法人立体駐車場工業会 
４ 住所 東京都中央区新川二丁目９番９号 
５ 法人である場合の代表者の氏名 会長 桑田敦 
６ 法人である場合の認証事務を行う役員の氏名 専務理事 原田治彦 
７ 認証事務を行う事務所の名称 公益社団法人立体駐車場工業会 
８ 認証事務を行う事務所の所在地 東京都中央区新川二丁目９番９号 
９ 認証事務を開始する年月日 平成２７年１月５日 


